
 様式－１ 
 運 転 時 間 実 施 計 画 書  

 
 

物件名（地区） 
 
   
 

 
チャーター 

期      間 

 
  自 令和  年   月   日 
  至  令和  年   月   日 

 
 
 
機  種 

 
 

 
 
 

型 式 
 
 

 
 
 
台数 

 
 

 
 
 

作 業 種 
 
 

 
各 機 種 の チ ャ ー タ ー 期 間 

 
 
計画運転 
時  間 
（ｈ） 

 

 
 
 

備  考 
 
 

 
５月 
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11 月 
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様式２ 

運  転  時  間  確  認  書 

 

                              

 契約地区名 
 
  

 
  

 

年 月 日 

 

 

(2) 主な作業種 
 

     

(3) 林道名 

     

運  転  時  間 
運転時間 

 

記録者(印) 

運転時間 

確認者(印) 

 

重機輸送 

自  走 
備     考 運転開始 

時  刻 

運転終止 

時  刻 

うち 

運転時間 

累計運転 

時  間 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

※重機輸送は重機を積載して往復した場合 1 回、片道の場合は 0.5 回とする。 

 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。 


